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１  基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国及び地方公共団体の責務等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方分権改革推進法の概要について 

地方分権改革の推進は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を

図ることを基本として、次の基本理念に基づいて行う。 

 ・ 国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にする 

 ・ 地方公共団体の自主性及び自立性を高める  

ことによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営

することを促進する。 

（１）国は、地方分権改革を集中的かつ一体的に実施するための推進

体制を整備し、地方分権改革に関する施策を総合的に策定・実施。

地方公共団体は、行政運営の改善・充実に係る施策を推進。 

 

（２）国及び地方公共団体は、地方分権改革の推進に伴い、国及び地

方公共団体を通じた行政の簡素化及び効率化を推進。 

 

（３）国は、地方分権改革の推進に関する施策の推進に当たり、地方

公共団体の立場を尊重し、密接に連絡するとともに、国民の関心

と理解を深めるよう適切な措置を講ずる。 
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３ 地方分権改革の推進に関する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 地方分権改革推進計画 

 

 

 

 

５  地方分権改革推進委員会 

 

 

 

 

 

 

 

６ 施行期日等 

 平成１９年４月１日から施行し、平成２２年３月３１日に失効。（３

年間の時限法） 

（１）国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な

行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、次

の措置等を講ずる。 

① 地方公共団体への権限移譲の推進 

   ② 地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けの

整理・合理化 

    ③ 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理・合理化  
 

（２）国は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行

できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源

の充実確保等の観点から、（１）の措置に応じ、国庫補助負担金、

地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在

り方について検討。 

（３）地方公共団体は、行政及び財政の改革を推進するとともに、行

政の公正の確保及び透明性の向上並びに住民参加の充実のための

措置その他の必要な措置を講ずることにより、地方公共団体の行

政体制の整備及び確立を図る。 

政府は、地方分権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置

を定めた地方分権改革推進計画を作成（閣議決定）。 

（１）内閣府に、地方分権改革推進委員会を設置。 
 

（２）委員会は、委員７人をもって組織。委員は両議院の同意を得て、

内閣総理大臣が任命。 
 

（３）委員会は、地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針

を勧告。 
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